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秋 田 市 に お い て 出 張 し て 理 ・ 美 容 を 行 う 場 合 の

衛 生 等 指 導 要 領

第 １ 目 的

理 容 師 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 2 3 4 号 ） 第 ６ 条 の ２ た だ し 書 お よ び 美 容 師

法 （ 昭 和 3 2 年 法 律 1 6 3 号 ） 第 ７ 条 た だ し 書 で 規 定 す る 理 ・ 美 容 所 以 外 の

場 所 で 業 を 行 う 場 合 （ 以 下 「 出 張 理 ・ 美 容 」 と い う 。） に お け る 、 衛 生

上 の 指 導 等 に つ い て 要 領 を 定 め 、 理 容 師 法 お よ び 美 容 師 法 の 円 滑 な 運 営

を 図 り 、 も っ て 公 衆 衛 生 の 向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

第 ２ 指 導 方 針

出 張 理 ・ 美 容 の 業 を 行 う 場 合 の 衛 生 上 の 措 置 に つ い て 、 秋 田 市 保 健 所

長 は 営 業 者 に 対 し 事 前 の 指 導 を 行 う こ と で 衛 生 の 確 保 を 図 る も の と す

る 。

第 ３ 衛 生 等 指 導 事 項

１ 作 業 環 境

( 1 ) 不 特 定 多 数 が 利 用 す る 施 設 等 に お い て 出 張 理 ・ 美 容 を 行 う 場 合 に

は 、 作 業 お よ び 衛 生 保 持 に 支 障 を 来 さ な い よ う 、 不 特 定 多 数 が 出 入 り

す る 場 所 か ら 区 分 さ れ た 専 用 の 作 業 室 な ど に お い て 行 う こ と が 望 ま し

い こ と 。

( 2 ) 作 業 場 の 床 お よ び 腰 張 り は 、 コ ン ク リ ー ト 、 タ イ ル 、 リ ノ リ ウ ム 、

板 等 の 不 浸 透 性 材 料 を 使 用 し た 構 造 が 望 ま し い こ と 。 こ れ に よ ら な い

場 合 は 、 ビ ニ ー ル な ど 不 浸 透 性 材 料 の シ ー ト の 上 で 作 業 を 行 う こ と 。

( 3 ) 作 業 場 内 は 、 不 必 要 な 物 品 等 が 近 く に な い と こ ろ が 望 ま し い こ と 。

( 4 ) 作 業 場 内 の 採 光 、 照 明 お よ び 換 気 を 十 分 に す る こ と 。

２ 携 行 品

出 張 理 ・ 美 容 を 行 う 際 に は 、 次 の 器 具 等 を 携 行 す る こ と 。

( 1 ) 洗 浄 お よ び 消 毒 済 み の は さ み 等 の 器 具 と 、 こ れ ら を 衛 生 的 か つ 安 全

に 収 納 で き る も の
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( 2 ) 使 用 済 み の は さ み 等 の 器 具 を 安 全 に 収 納 で き る も の

( 3 ) 消 毒 さ れ た 布 片 類 ・ タ オ ル と 、 こ れ ら を 衛 生 的 に 収 納 で き る も の

( 4 ) 外 傷 に 対 す る 救 急 処 置 に 必 要 な 薬 品 お よ び 衛 生 材 料

( 5 ) 手 洗 い に 必 要 な 石 ケ ン 、 消 毒 薬 等

( 6 ) 蓋 付 き の 毛 髪 、 汚 物 入 れ 等 （ 施 設 等 の 現 地 に お い て 処 理 で き る 場 合

は こ の 限 り で は な い 。）

３ 管 理

( 1 ) 作 業 環 境 の 管 理

ア 作 業 場 内 に は 、 み だ り に 犬 （ 身 体 障 害 者 補 助 犬 を 除 く 。）、 猫 等

の 動 物 を 入 れ な い こ と 。

イ 作 業 終 了 後 は 、 作 業 場 の 清 掃 を 十 分 行 い 、 清 潔 に す る こ と 。

( 2 ) 携 行 品 等 の 管 理

ア 洗 浄 お よ び 消 毒 済 み の 器 具 類 等 は 、 使 用 済 み の も の と 区 別 し て 、

収 納 ケ ー ス 等 に 保 管 す る こ と 。

イ 使 用 済 み の か み そ り （ 頭 髪 の カ ッ ト の み の 用 途 （ レ ザ ー カ ッ ト ）

に 使 用 す る か み そ り を 除 く 。 以 下 同 じ 。） お よ び か み そ り 以 外 の 器

具 で 、 血 液 の 付 着 し て い る も の 又 は そ の 疑 い の あ る も の は 、 そ れ 以

外 の 使 用 済 み の 器 具 と 区 別 し て 、 丈 夫 な 容 器 に 保 管 し 、 適 切 な 処 置

を 行 う こ と 。 取 扱 い の 際 は 、 器 具 の 突 き 刺 し 事 故 に 注 意 す る こ と 。

( 3 ) 従 業 者 の 管 理

営 業 者 は 、 常 に 従 業 者 の 健 康 管 理 に 注 意 し 、 従 業 者 が 感 染 症 、 感 染

性 の 皮 膚 疾 患 に か か っ た と き は 、 当 該 従 業 者 を 作 業 に 従 事 さ せ な い こ

と 。

４ 衛 生 的 取 扱 い 等

( 1 ) 作 業 室 に は 、 施 術 中 の 客 お よ び 介 助 者 以 外 の 者 を み だ り に 出 入 り さ

せ な い こ と 。

( 2 ) 作 業 中 、 従 業 者 は 清 潔 な 外 衣 （ 汚 れ が 目 立 ち や す い も の ） を 着 用 す

る こ と 。

( 3 ) 従 業 者 は 、 常 に つ め を 短 く 切 り 、 客 １ 人 ご と の 作 業 前 お よ び 作 業 後

に は 手 指 の 洗 浄 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 消 毒 を 行 う こ と 。

( 4 ) 作 業 場 に お い て は 、 喫 煙 お よ び 食 事 を し な い こ と 。
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( 5 ) 皮 膚 に 接 す る 器 具 類 は 、 客 １ 人 ご と に 消 毒 し た 清 潔 な も の を 使 用 す

る こ と 。

( 6 ) 皮 膚 に 接 す る 器 具 類 は 、 使 用 後 に 洗 浄 し 、 消 毒 す る こ と 。

( 7 ) 皮 膚 に 接 す る 布 片 類 は 、 清 潔 な も の を 使 用 し 、 客 １ 人 ご と に 取 り 替

え る こ と 。

( 8 ) 使 用 後 の 布 片 類 は 、 他 の も の と 区 別 し て 収 納 す る こ と 。 帰 宅 後 、 洗

剤 等 を 使 用 し て 温 湯 で 洗 浄 す る こ と が 望 ま し い こ と 。

( 9 ) 蒸 し タ オ ル は 消 毒 済 み の も の を 使 用 す る こ と 。

( 1 0 ) 客 用 の 被 布 は 、 使 用 目 的 に 応 じ て 区 別 し 、 清 潔 な も の を 使 用 す る こ

と 。

( 1 1 ) 作 業 に 伴 っ て 生 ず る 毛 髪 等 の 廃 棄 物 は 、 客 1人 ご と に 清 掃 す る こ と 。

( 1 2 ) 毛 髪 等 の 廃 棄 物 は 、 ふ た 付 き の 専 用 容 器 や 丈 夫 な 袋 な ど に 入 れ 、 適

正 に 処 理 す る こ と 。

( 1 3 ) 皮 膚 に 接 し な い 器 具 で あ っ て も 汚 れ や す い も の は 、 客 1人 ご と に 取

り 替 え 又 は 洗 浄 し 、 常 に 清 潔 に す る こ と 。

( 1 4 ) 感 染 症 、 感 染 性 の 皮 膚 疾 患 の 患 者 又 は そ の 疑 い の あ る 者 を 扱 う 場 合

に は 、 マ ス ク 、 手 袋 等 予 め 防 護 措 置 を と る こ と 。 ま た 、 こ の よ う な 者

を 扱 っ た と き は 、 作 業 終 了 後 、 従 業 者 の 手 指 お よ び 使 用 し た 器 具 等 の

消 毒 を 特 に 厳 重 に 行 う こ と 。 器 具 等 の 消 毒 に つ い て は 、 感 染 症 法 に 基

づ く 消 毒 ・ 滅 菌 の 手 引 き （ 平 成 1 6年 １ 月 3 0日 健 感 発 第 0 1 3 0 0 0 1 号 厚 生

労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 長 通 知 ） 等 を 参 考 に す る こ と 。

( 1 5 ) パ ー マ ネ ン ト ウ ェ ー ブ 用 剤 、 染 毛 剤 等 の 使 用 に 当 た っ て は 、 医 薬 部

外 品 お よ び 化 粧 品 と し て 、 薬 事 法 に よ る 承 認 を 受 け た も の を 適 正 に 使

用 し 、 そ の 安 全 衛 生 に 十 分 留 意 す る こ と 。 ま た 、 使 用 に よ っ て ア ン モ

ニ ア 等 の ガ ス が 発 生 す る 場 合 に は 、 特 に 排 気 に 留 意 す る こ と 。

５ 消 毒

理 容 所 及 び 美 容 所 に お け る 衛 生 管 理 要 領 （ 昭 和 5 6年 ６ 月 １ 日 付 け 環 指

第 9 5号 厚 生 省 環 境 衛 生 局 長 通 知 ） に 準 じ る こ と 。

６ 自 主 管 理 体 制

( 1 ) 衛 生 管 理 責 任 者 の 設 置

理 容 師 法 第 1 1条 の ４ 第 １ 項 又 は 美 容 師 法 第 1 2条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に
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該 当 し な い 営 業 者 が 出 張 理 ・ 美 容 を 行 う 場 合 に お い て 、 常 時 ２ 人 以 上

の 理 容 師 又 は 美 容 師 を 出 張 理 ・ 美 容 に 従 事 さ せ る 場 合 に は 、 事 務 所 等

の 設 備 、器 具 等 の 衛 生 の 点 検 管 理 、従 業 員 の 感 染 症 罹 患 の 有 無 の 確 認 、

従 業 員 の 衛 生 教 育 等 を 行 う 衛 生 管 理 責 任 者 と し て 、 理 容 師 法 第 1 1条 の

４ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 管 理 理 容 師 又 は 美 容 師 法 第 1 2条 の ３ 第 ２ 項 の

規 定 に 基 づ く 管 理 美 容 師 の 資 格 を 有 す る 者 を 置 く こ と が 適 当 で あ る こ

と 。

( 2 ) 衛 生 管 理 要 領 の 作 成 お よ び 周 知

営 業 者 又 は 衛 生 管 理 責 任 者 は 、 出 張 理 ・ 美 容 に 係 る 作 業 環 境 や 取 扱

い 等 に 係 る 具 体 的 な 衛 生 管 理 要 領 を 作 成 し 、 作 業 員 に 周 知 徹 底 す る こ

と 。

第 ４ 確 認 等 の 取 扱 い

１ 出 張 理 ・ 美 容 の 営 業 者 は 、 店 舗 （ 店 舗 を 持 た な い 場 合 は 居 住 地 ） を 管

轄 す る 保 健 所 に お い て 、「 第 ３ 衛 生 等 指 導 事 項 」 に 掲 げ る 各 事 項 に つ

い て 事 前 に 指 導 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 生 活 衛 生 同 業 組 合 で 実 施 す る 同

様 の 講 習 会 を 受 講 し た 場 合 、 そ の 受 講 者 名 簿 を も っ て 事 前 指 導 に 替 え る

こ と が で き る 。

２ 秋 田 市 保 健 所 長 は 、 事 前 指 導 の 受 講 状 況 に つ い て 台 帳 に 記 録 す る も の

と す る 。

３ 店 舗 を 持 た な い 者 が 出 張 理 ・ 美 容 の 業 を 行 う 場 合 、 秋 田 市 保 健 所 長 は

１ の 事 前 指 導 に あ わ せ て 、 次 の 事 項 を 確 認 す る も の と す る 。

( 1 ) 理 容 師 免 許 又 は 美 容 師 免 許 （ 業 を 行 う 場 合 は 、 免 許 証 の 写 し を 携 帯

す る こ と 。）

( 2 ) 器 具 等 の 携 行 品

( 3 ) 蓋 付 き の 汚 物 箱 お よ び 毛 髪 箱

( 4 ) 伝 染 性 疾 病 の 有 無 に 関 す る 医 師 の 診 断 書

４ 秋 田 市 保 健 所 長 は 、 ３ に つ い て 確 認 し た と き は 速 や か に 、 無 店 舗 営 業

者 台 帳 （ 様 式 １ ） を 作 成 し 管 理 す る も の と す る 。 な お 、 衛 生 保 持 の 観 点

か ら 、 出 来 る だ け 店 舗 へ の 従 業 者 登 録 を す る よ う 指 導 す る も の と す る 。
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附 則

こ の 要 領 は 、 平 成 1 5年 ６ 月 1 0日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 領 は 、 平 成 1 9年 1 2月 2 0日 か ら 施 行 す る 。


